
 

1 

 

姶良市農業委員会総会議事録（令和３年３月） 

 

１．開催日時 令和３年３月３０日（火） 午後１時３０分～午後３時４０分まで 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（１８人） 

 

 

欠席委員  ４番農業委員 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（ ７人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員  １番推進委員、２番推進委員、５番推進委員、 

６番推進委員、９番推進委員、 

 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第  １ 号 農用地利用集積計画(貸借)の意見決定について 

４． 議案第  ２ 号 農用地利用集積計画(所有権移転)の意見決定について 

５． 議案第  ３ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

６． 議案第  ４ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

７． 議案第  ５ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

８． 議案第  ６ 号 農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更、編入）について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

小長野 誠 

坂元 廣幸 

本村 正一 

福森 德昭 

牧野田 隆平 

杉尾 敏憲 

市薗 由美子

白尾 親昭 

今村 逸子 

野元 幸雄 

１１番 

１２番 

１３番 

１４番

１５番 

１６番 

１７番 

１８番 

１９番 

堂前 澄男 

西  泰行 

川島 兼次 

内甑 達也 

平 富士夫 

岩元 律子 

松元 信道 

夏田  恒 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

内村 幸雄 

宇都 和義 

扇薗 弘行 

柚木 利雄 

大重 孝司 

上福元 克己 

７番 

８番 

９番 

１０番

１１番 

１２番 

松永 政文 

松元 健一 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 



 

2 

 

９． 議案第  ７ 号 農地あっせん申出（売渡 希望）について 

10． 議案第  ８ 号 農地あっせん申出（借受 希望）について 

11． 議案第  ９ 号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画（貸借）の意見 

           決定について 

12．                 農地あっせんの経過報告 

13．                農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

14．                 その他 

                  

             

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

  農地係長 

  農地係主任主査 

  農地係主査 

振興係長 

振興係主任主査 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（令和３年３月） 

 

（大会議室に農業委員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、令和２年度第１２回姶良市農業委員会総会を開会いた

します。 

ただいまの出席農業委員は１９名中、１８名で、定足数に達しており

ますので、総会は成立しております。 

 なお、本日は、４番農業委員が欠席であります。 

 

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明。 

 

 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、８番農業委員、９番農業委員にお願いいたします。 

 

会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の○○振興係長と○○農地係長を指名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条の規定の議事参与

の制限により、農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその

配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと

なっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了までの

間、退席をお願いします。関係議案、終了後に入室・着席していただき
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

ます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意

見決定についてを議題に供します。 

１番から１３４番について、事務局の説明を求めます。 

 

まず、議案の取り下げが 1 件ありましたので、報告いたします。総会

資料１９ページの１００番、借人○○、貸人○○の案件です。取り下げ

理由は、地番を間違っていたということで、再度申請するとのことです。 

それでは、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につ

いてご説明いたします。総会資料は、１ページ目でございます。こちら

は、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地の利用権の設

定です。農業委員会で審査決定後、市長がこれを公告することにより、

利用権の効力が発生いたします。 

公告日は３月３１日、契約の始期は４月１日をそれぞれ予定しており

ます。 

契約年数につきましては、１年間が２件、２年間が１件、３年間が 

２６件、５年間が６１件、６年間が１件、１０年間が４１件、１５年間

が１件で、合計１３３件となっております。面積につきましては、合計 

２２９，６３３㎡となっております。 

農用地利用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資料の２ペ

ージから２５ページにございますので、ご確認いただきたいと思います。 

なお、総会資料の２４ページの１３０番が、５番農業委員、１３１番

から１３３番までが６番農業委員、２５ページの１３４番が１９番農業

委員の関連する議案となっております。 

こちらにつきましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定、

議事参与の制限に基づき、議案の採決に参加できませんので、よろしく

お願いいたします。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 事務局からの説明にありましたとおり、１００番につきましては、取

り下げとなっております。 

それでは、１番から９９番と１０１番から１２９番までについて、一

括して質疑に入ります。ただいまの事務局からの説明について、質疑の

ある委員は挙手をお願いします。 

 

[質問、意見なし]  
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議 長 

 

 

 

         

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての１番

から９９番と１０１番から１２９番までについて、原案のとおり決定す

ることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、１番から９９番と１０１番から１２９番までについては、

原案のとおり決定いたしました。 

なお、議案第１号 １３０番から１３４番については、議事参与制限

により、関係者がいらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決いた

します。 

１３０番の関係者、５番農業委員の退席をお願いします。 

 

（５番農業委員退席） 

 

それでは、１３０番について質疑に入ります。質疑のある委員は挙手

をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。議案第１号 １３０番について、原案

のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定についての、１３０番については、原案のとおり決定いたしました。 

５番農業委員は着席してください。 

 

（５番農業委員着席） 

 

 次に、１３１番から１３３番の関係者、６番農業委員の退席をお願い

します。 

 

（６番農業委員退席） 

 

 それでは、１３１番から１３３番について、一括して質疑に入ります。

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 
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議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

委 員 

 

議 長 

(会長職務代理者） 

 

委 員 

 

議 長 

(会長職務代理者） 

 

委 員 

 

議 長 

(会長職務代理者） 

 

 

委 員 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

それでは、お諮りいたします。議案第１号 １３１番から１３３番に

ついて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定についての、１３１番から１３３番については、原案のとおり決定い

たしました。 

６番農業委員は着席してください。 

 

（６番農業委員着席） 

 

 次の、１３４番につきましては、議事参与制限に、私が関係しており

ますので、会長職務代理者の１８番農業委員に議長を交代します。 

 

（会長退席） 

 

（会長職務代理者 議長席に着席） 

 

それでは、１３４番について質疑に入ります。質疑のある委員は挙手

をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。議案第１号 １３４番について、原案

のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定についての、１３４番については、原案のとおり決定いたしました。 

このあとは、会長に議長をお返しします。 

 

（会長職務代理者 議長席から退席） 

 

（会長 議長席に着席） 

 

 

議案第２号 

 

 それでは、日程第４ 議案第２号、農用地利用集積計画（所有権移転）

の意見決定についてを議題に供します。 

 １番について、事務局の説明を求めます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 それでは、議案第２号、農用地利用集積計画（所有権移転）の意見決

定について、ご説明いたします。 

 総会資料は、２６ページを開いてください。今月の件数につきまして

は、１件でございます。 

 それでは、１番について、ご説明します。 

 譲受人 西餅田在住の○○。譲渡人 霧島市在住の○○による所有権

移転です。申請地の所在は、船津字上水流○○番〇 畑、字上水流○○

番〇 畑、字上水流○○番〇 畑、字上水流○○番〇 畑、４筆の合計

面積が３，５１４㎡です。対価につきましては、 

総額２，１０８，４００円、１０ａ当りに換算しますと、 

６００，０００円で決定いたしました。 

 以上で、１番についての説明を終わります。 

 

 ただいまの説明の１番に関連して、９番農業委員にあっせん経過報告

をお願いします。 

 

 はい。９番農業委員が、農地あっせんの報告をいたします。 

 船津字上水流○○番〇 畑、字上水流○○番〇 畑、字上水流○○番

〇 畑、字上水流○○番〇 畑、４筆の合計面積が３，５１４㎡につい

て、３月１４日午前１０時より、蒲生総合支所本館２階２の２会議室に

おいて、譲渡希望者○○さん、譲受希望者○○さん、あっせん担当委員

として、わたくしと、１５番農業委員、１２番推進委員及び事務局職員

の立会いのもと、あっせんを行いました。 

 結果につきましては、総額２，１０８，４００円、１０ａ当りにする

と６００，０００円で、無事成立しました。なお、今後の手続きとしま

しては、嘱託登記により、事務局で所有権の移転登記を行う予定となっ

ています。 

 以上、農地のあっせん報告を終わります。 

 

 それでは、１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。議案第２号、農用地利用集積計画（所

有権移転）の意見決定の１番について、原案のとおり決定することに賛

成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第２号、農用地利用集積計画（所有権移転）の

意見決定について、１番については原案のとおり決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から１６番について説明をお願いします。 

まずは、1番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号 農地法３条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明申し上げます。総会資料は、２７ページから３０ページ

でございます。今月の申請件数は、１６件となっております。 

先般、各担当委員におきまして事前調査がなされ、現地調査報告書の

１ページから１６ページに調査書がございますので、ご審議の参考とし

てください。 

それでは、１番についてご説明申し上げます。 

譲受人 船津在住の○○。譲渡人 永瀬在住の〇〇の贈与による所有

権移転です。申請地の所在は、住吉字元日田〇○番 田、１筆の 

１，１３６㎡となります。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、９番農業委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

 はい。９番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月２１日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を

調査いたしました。譲受人・譲渡人の、親子間での贈与による所有権移

転でございます。機械等は、トラクター２台、田植機１台、防除機１台、

軽トラック１台を所有されております。労働力は、夫と２人で、問題あ

りません。 

 よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

 以上、１番の報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきましてご説明申し上げます。 

譲受人 西餅田在住の○○。譲渡人 兵庫県明石市在住の○○の売買

による所有権移転です。申請地の所在は、西餅田字楠元○○番 畑、 

１筆の３６９㎡となります。 

以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１７番農業委員に調査の結果並び
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委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１７番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１５日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を

調査いたしました。譲受人の奥さんは、次男夫婦と一緒に畜産業を営む

畜産農家であります。今回は、近くの隣接地の畑３６９㎡ですが、県外

に居住する譲受人の弟の農地でありますが、その弟が亡くなったため、

相続人の妻が、譲受人に所有権移転を申し出たとのことです。農機具で

すが、トラクター３台、田植機１台、軽トラック３台あり、労働力は、

妻と次男、次男の妻もおり、問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

 以上で、２番の報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番についてご説明申し上げます。 

譲受人 東餅田在住の○○。譲渡人 兵庫県川辺郡猪名川町在住の 

○○の売買による所有権移転です。申請地の所在は、寺師字八反田○○

番 田、字屋根添○○番〇 畑、字脇ノ丸○○番 田、字脇ノ丸○○番 

田、４筆の３，３８２㎡となります。 

以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、１０番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１０番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月２０日午前９時、譲受人と現地で会い、聞き取りを行い

ました。譲受人は、ＪＡ○○に勤務され、昨年から農業に従事されてお

ります。また、昨年寺師にある田、８５ａの農地を取得されております。

農機具は、トラクター１台、耕運機２台、管理機１台、草刈り機１台、

軽トラック１台を所有され、足りない農機具等は借りるとのことでした。

労働力は、妻と２人で問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、３番の報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番についてご説明申し上げます。 

譲受人 蒲生町北在住の○○。譲渡人 同じく蒲生町北在住の○○の

売買による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町北字新畝町○○番 

〇 田、１筆の６１８㎡となります。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、１０番農業委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１０番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１６日、譲受人のビニールハウスを訪問し、聞き取りを

行いました。譲受人は、親から農業を引き継ぎ、現在４３歳で、５町歩

を耕作されております。農機具は、トラクター２台、田植機１台、コン

バイン２台、軽トラック１台を保有しており、問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、４番の報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番についてご説明申し上げます。 

譲受人 永瀬在住の○○。譲渡人 同じく永瀬在住の○○の売買によ

る所有権移転です。申請地の所在は、永瀬字宮原○○番 田、１筆の 

９９８㎡となります。 

以上で、５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、１２番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１２番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月２０日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。申

請地は、譲受人の自宅前にあります。田も畑も、よく管理されていまし

た。農機具は、トラクター１台、田植機１台、防除機１台、軽トラック

１台を保有して、労働力は、妻と２人で問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、５番の報告を終わります。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番についてご説明申し上げます。 

譲受人 加治木町木田在住の○○。譲渡人 同じく加治木町木田在住

の○○の売買による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町日木山

字楠原○○番 畑、１筆の３，５２７㎡となります。 

以上で、６番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の６番に関連して、１２番農業委員に調査の結果並び
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議 長 

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１２番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１６日、譲受人と現地で会い、聞き取りを行いました。

譲受人は、株式会社○○の役員をされ、農業に参入されております。ね

ぎを中心に、１ｈａほど耕作されております。申請地にも、ネギが作付

けされ、よく管理されていました。農機具は、トラクター１台、管理機

１台、軽トラック１台を保有して、労働力は、譲受人と会社の従業員が

おり、問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、６番の報告を終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番についてご説明申し上げます。 

譲受人 西餅田在住の○○。譲渡人 東餅田在住の○○の売買による

所有権移転です。申請地の所在は、西餅田字下川屋○○番〇 田、１筆

の２，１３６㎡となります。 

以上で、７番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の７番に関連して、１７番農業委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１７番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１７日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。申

請地は、譲受人宅の隣接地です。譲受人の父親も、住吉等で水稲を耕作

されております。農機具は、トラクター１台、田植機１台、防除機１台、

軽トラック１台を保有して、労働力は、譲受人と両親の３名で問題あり

ません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、７番の報告を終わります。 

 

次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番についてご説明申し上げます。 

譲受人 西餅田在住の○○。譲渡人 静岡県浜松市在住の○○の売買

による所有権移転です。申請地の所在は、東餅田字市ノ坪○○番 田、

１筆の１，８３１㎡となります。 

以上で、８番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の８番に関連して、１７番農業委員に調査の結果並び
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議 長 

 

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１７番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１８日、譲受人と譲受人の代理人と現地で会い、聞き取

りを行いました。譲受人は、新規就農を目指しております。譲受人の代

理人は、譲受人の父親の知人で、今後譲受人の営農指導をされるとのこ

とでした。農機具等は、リースするとのことで、苗はＪＡ等に依頼する

とのことでした。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、８番の報告を終わります。 

 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、９番についてご説明申し上げます。 

譲受人 蒲生町上久德在住の○○。譲渡人 同じく蒲生町上久德在住

の○○他２名の売買による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町下

久德字関ヶ平○○番〇 畑、１筆の４７７㎡となります。 

以上で、９番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の９番に関連して、８番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。８番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１７日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。譲

受人は、建設業をしながら水稲を耕作されております。申請地は、譲受

人宅の隣接地になります。農機具は、トラクター１台、耕運機１台、田

植機１台、トラック１台を保有して、労働力は、妻と２人で問題ありま

せん。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、９番の報告を終わります。 

 

次の、１０番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１０番についてご説明申し上げます。 

譲受人 永瀬在住の○○。譲渡人 加治木町木田在住の○○の売買に

よる所有権移転です。申請地の所在は、豊留字前田○○番 田、字前田

○○番 田、２筆の２，９９３㎡となります。 

以上で、１０番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１０番に関連して、１１番推進委員に調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 
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議 長 

 

はい。１１番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１９日、譲受人と現地で会い、聞き取りを行いました。

申請地は、豊留の○○商店から、北に約２５０ｍの位置にあります。譲

受人の経営内容は、自作地が４，４２２㎡で、米倉庫と太陽光が設置さ

れ、借入地の５８，８１３㎡は水稲が耕作されております。農機具は、

田植機１台、乾燥機１台、防除機２台を保有して、トラクターは、リー

スしています。今後、田植機１台、乾燥機１台、防除機１台、コンバイ

ン１台、畦塗機１台を購入予定だそうです。労働力は、妻と会社の従業

員もいるので、問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、１０番の報告を終わります。 

 

次の、１１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１１番についてご説明申し上げます。 

譲受人 霧島市隼人町在住の○○。譲渡人 加治木町西別府在住の○

○の贈与による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町木田字チシ

ヤノ木○○番〇 田、字鳥越○○番〇 田、２筆の１，５８２㎡となり

ます。 

以上で、１１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１１番に関連して、３番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。３番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月２３日、譲受人と現地で会い、聞き取りを行いました。

農機具等は、トラクター１台、田植機１台、コンバイン１台を保有して

いるのを確認しました。労働力も、譲受人本人で問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、１１番の報告を終わります。 

 

次の、１２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１２番についてご説明申し上げます。 

譲受人 中津野在住の○○。譲渡人 千葉県柏市在住の○○の売買に

よる所有権移転です。申請地の所在は、中津野字上蓑ノ○○番 田、 

１筆の１，５１９㎡となります。 

以上で、１２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１２番に関連して、１１番推進委員に調査の結果並
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びに補足説明をお願いします。 

 

はい。１１番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１９日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。申

請地は、中津野自治公民館から、南東に約２００メートルの位置にあり

ます。譲受人の経営内容は、自作地１２，４１３㎡、借入地 

１１，６５７㎡を耕作されております。農機具は、トラクター１台、田

植機１台、コンバイン１台、防除機１台、乾燥機１台、軽トラック１台

を保有して、労働力は、妻と２人で問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、１２番の報告を終わります。 

 

次の、１３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１３番についてご説明申し上げます。 

譲受人 蒲生町下久德在住の○○。譲渡人 同じく蒲生町下久德在住

の○○の売買による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町下久德字

郷丈○○番 田、１筆の１，１８２㎡となります。 

以上で、１３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１３番に関連して、８番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。８番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１７日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。申

請地は、譲受人の自宅から、１００ｍぐらいの位置にあります。譲受人

は、来年定年を迎えることから、農業の規模拡大を希望されております。

農機具は、トラクター１台、乗用田植機１台，刈払機２台、軽トラック

１台を保有して、譲渡人からは、コンバイン１台と乾燥機１台を借りる

とのことです。労働力は、妻と息子がおり問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、１３番の報告を終わります。 

 

次の、１４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１４番についてご説明申し上げます。 

譲受人 北山在住の○○。譲渡人 下名在住の○○の売買による所有

権移転です。申請地の所在は、北山字鳥渕○○番〇 田、１筆の 

１，０４５㎡となります。 

以上で、１４番の説明を終わります。 
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ただいまの説明の１４番に関連して、１４番農業委員に調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい。１４番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月１７日、譲受人と現地で会い、聞き取りを行いました。

譲受人は、８６歳と高齢ですが、農作業は４人の子供が手伝っています。

娘さんとも話をしましたが、将来的にも農業を続けるとのことでした。

農地も、譲受人の自宅近くにまとまっています。農機具は、トラクター

１台、田植機１台、ハーベスター１台、バインダー１台、運搬車１台、

草刈機３台、軽トラック１台を保有して、労働力につきましても、問題

ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、１４番の報告を終わります。 

 

次の、１５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１５番についてご説明申し上げます。 

譲受人 加治木町木田在住の○○。譲渡人 霧島市溝辺町在住の○○

の売買による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町木田字鈴玉 

○○番〇 田、１筆の２８５㎡となります。 

以上で、１５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１５番に関連して、３番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。３番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月２３日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。譲

受人は、８１歳と高齢ですが、とても元気に農業に従事されております。

農機具は、トラクター２台、田植機１台、コンバイン１台、トラック２

台を保有しております。労働力、農業経験も問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、１５番の報告を終わります。 

 

次の、１６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１６番についてご説明申し上げます。 

譲受人 加治木町木田在住の○○。譲渡人 霧島市溝辺町在住の○○

の売買による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町木田字鈴玉 

○○番〇 田、１筆の５６０㎡となります。 

以上で、１６番の説明を終わります。 
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事務局 

 

 

 

ただいまの説明の１６番に関連して、３番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。３番推進委員です。調査報告をいたします。 

令和３年３月２３日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。譲

受人については、１５番のとおりです。農機具も、トラクター２台、田

植機１台、コンバイン１台、トラック２台を保有しております。労働力、

農業経験も問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、１６番の報告を終わります。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定についての１番から１６番について、一括して質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

[質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から１６番については、農地法第３条 第２項の各号に該当しな

いため許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の

委員の挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から１６番については、原案のとおり決定いた

しました。 

 

 

議案第４号 

 

次に、日程第６ 議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から３番について、説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は３１ページでございます。今

月の申請件数につきましては、３件となっております。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。  
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 申請人は、船津在住の○○。土地の所在は、住吉字石原田〇〇番 田、

１筆の１，２６６㎡のうち５５０㎡です。申請地につきましては、農用

地区域内農地です。転用目的は農機具倉庫 ２棟で、理由といたしまし

ては、農業の拡大により、現在の農機具倉庫では狭くなったため、新た

に農機具倉庫を設置したいとのことでございます。資金は、自己資金で

対応し、土地改良区の意見書があります。また、被害防除計画書も添付

されております。こちらは、議案第６号の１番と関連があります。なお、

こちらにつきましては、農用地区域内農地ということで、県農業会議ネ

ットワーク機構への意見聴取案件となります。  

以上で、１番の説明を、終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１２番農業委員に、議案第６号 農

業振興地域整備計画の変更（用途区分変更、編入）についての１番とも

関連がありますので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いしま

す。 

 

はい。１２番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、農用地区域内農地であるが、用途区分変更後は、農用地

利用計画指定用途に該当するため、問題ありません。申請地の位置です

が、住吉公民館から、北西に約３０ｍの位置です。被害防除といたしま

して、現況が、東が市道、西が水路、南が田、北が市道です。申請実現

の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件及

び特記事項は、ありません。総合意見といたしまして、転用許可基準の

立地及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構

への意見聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

申請人は、蒲生町下久徳在住の○○。土地の所在は、蒲生町下久徳字

桑水流○○番〇 田、１筆の５７１㎡です。申請地につきましては、土

地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農地

であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は貸資材置場

で、理由といたしましては、○○建設の業務用砂・砂利の保管場に貸与

する計画に至るとのことでございます。資金は、自己資金で対応し、土

地改良区の意見書があります。 

以上で、２番の説明を、終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、８番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。８番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、
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問題ありません。申請地の位置ですが、県立蒲生高校から、西に 

約１００ｍの位置です。被害防除といたしまして、現況が、東が市道、

西が里道、南が転用地、北が市道です。申請実現の確実性としましては、

自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、ありませ

ん。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます 

 

申請人は、霧島市隼人町在住の○○。土地の所在は、蒲生町漆字蕨ケ

迫○○番 田、字蕨ケ迫○○番 田、２筆の合計面積が、２，８８８㎡

です。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広が

りは１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断

されます。転用目的は山林で、理由といたしましては、山間の棚田で耕

作不便なため、クヌギ・杉等を植え山林にしたいとのことでございます。

資金につきましては、自己資金で対応し、改良区等は、区域外のため、

不要となっております。また、被害防除計画書と始末書が添付されてお

ります。 

以上で、３番の説明を、終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、７番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。７番推進委員です。報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、

問題ありません。申請地の位置ですが、漆小学校から、南西に 

約９５０ｍの位置です。被害防除といたしまして、現況が、東が山林、

西が河川、南が山林と畑、北が河川と荒地です。申請実現の確実性とし

ましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、

ありません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告終わります。 

 

これより、議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定の１番から３番について、一括して質疑に入ります。質疑のある委員

は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から３番について、原案のとおり意見決定及び許可決定すること
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に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から３番については、原案のとおり意見の決定

及び許可が決定いたしました。 

なお、１番につきましては、県農業会議ネットワーク機構の決議に該

当しますので、「意見聴取」いたします。 

 

ここで、しばらく休憩いたします。 

 

（休 憩） 

 

 

議案第７号 

 

休憩まえに引き続き、会議を再開いたします。 

次に、日程７ 議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についてを議題に供します。 

１番から１６番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は、３２ページから３６ページ

でございます。今月の申請件数につきましては、１６件となっておりま

す。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 鹿児島市在住の○○。譲渡人 東餅田在住の○○他３名です。

土地の所在が、松原町二丁目○○番〇 畑、１筆の面積が３２９㎡です。

申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専

用地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転

用目的は、一般住宅 １棟 １１１．００㎡で、理由につきましては、

申請地に自己住宅を建築したいとのことでございます。こちらは、融資

で対応し、改良区等は、区域外のため、不要となっております。また、

被害防除計画書が添付されております。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１１番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１１番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、
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松原たいこ公園から、西に約７０ｍの位置にございます。被害防除現況

として、東が宅地、西が畑、南が宅地、北が市道です。申請実現の確実

性は、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、ありま

せん。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について

調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

 続きまして、２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人は、霧島市の株式会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人は、蒲

生町久末在住の○○他２名です。土地の所在は、東餅田字高木○○番 

田、字高木○○番 田、字高木○○番 田、３筆の合計面積が 

２，８７１㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、

第一種住居地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断され

ます。転用目的は宅地造成で、理由としましては、宅地造成（１２区画）

し、住宅緩和に寄与するとともに、自社の経営の安定を図るとのことで

ございます。こちらは、自己資金で対応し、土地改良区の意見書があり

ます。また、被害防除計画書も添付されております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

 はい。１０番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、高樋

団地から、西に約２００ｍの位置です。被害防除現況としまして、東が

宅地と雑種地、西が宅地と田、南が水路、北が市道です。申請実現の確

実性ですけども、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記

事項は、特にございません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見

であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 大島郡宇検村の有限会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人 

加治木町木田在住の○○です。土地の所在が、加治木町木田字大明神原 

○○番〇 畑、１筆の２４７㎡です。申請地につきましては、都市計画

区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域に指定されており、農地区

分は、第３種農地と判断されます。転用目的は駐車場で、理由のほうは、

病院や国道１０号線から近く、顧客が見込まれるため、申請地を選定し
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たということでございます。こちらは、自己資金で対応し、土地改良区

の意見書があります。また、被害防除計画書も添付されております。こ

ちらにつきましては、隣接地○○番〇（畑）２５㎡・○○番〇（畑） 

１２㎡・○○番〇（田）１，８５５㎡と一体利用で、全事業面積が 

２，１３９㎡となっております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、４番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。４番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、加治

木青果市場から、西に約２０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市

道、西が転用地、南も転用地、北が宅地です。申請実現の確実性は、自

己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、ありません。

総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきまして、ご説明いたします。 

借人 蒲生町白男在住の〇〇。貸人 同じく蒲生町白男在住の○○で

す。土地の所在が、蒲生町白男字中福良○○番〇 田、１筆の 

１，１９２㎡のうち５９８㎡です。申請地につきましては、土地改良事

業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農地であり、

農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は一般住宅 １棟  

１０３．９２㎡で、理由としましては、現在の住居が手狭なため、申請

地に自己の住宅を建築したいとのことでございます。こちらは、融資で

対応し、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。また、

被害防除計画書と面積超の理由書の添付がされております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、８番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。８番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、

問題ありません。申請地の位置は、中福良公民館から、南東に 

約１５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が

雑種地、北が農業用倉庫です。申請実現の確実性は、融資証明もあり、

確実であります。条件及び特記事項は、ありません。総合意見として、

転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員と
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しましては許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

続きまして、５番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 宮島町の○○株式会社 代表取締役 ○〇。譲渡人 大阪府

池田市在住の○○です。土地の所在は、東餅田字石塚〇〇番〇 畑、字

石塚○○番〇 畑、２筆の合計面積が３５５㎡です。申請地につきまし

ては、都市計画区域内の用途が、準工業地域に指定されており、農地区

分は、第３種農地と判断されます。転用目的は宅地造成で、理由としま

しては、申請地を取得し、宅地造成（一区画）として利用したいという

ことでございます。こちらは、自己資金で対応し、改良区のほうは、区

域外のため不要となっております。また、被害防除計画書の添付がされ

ております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１２番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

姶良警察署から、北西に約１５０ｍの位置にございます。被害防除です

が、東が宅地、西も宅地、南が道路、北が宅地です。申請実現の確実性

は、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、あり

ません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 脇元在住の○○。譲渡人 脇元の亡○○です。土地の所在が、

平松字差柳○○番 畑、１筆の８９７㎡です。申請地につきましては、

都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地区分

は、第３種農地と判断されます。転用目的は駐車場で、理由としまして

は、遺贈で受け駐車場（普通車１８台）に利用するということでござい

ます。こちらは、自己資金で対応し、改良区のほうは、区域外のため不

要となっております。また、被害防除計画が添付されております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 
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はい。１２番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

白金原公民館から、北東に約７０ｍの位置です。被害防除現況としまし

ては、東が道路、西が宅地、南も宅地、北が畑です。申請実現の確実性

は、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、あり

ません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について調

査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきまして、ご説明いたします。 

借人 鹿児島市在住の○○。貸人 鍋倉在住の○○です。土地の所在

が、鍋倉字岩淵○○番 田、１筆の面積が２４４㎡です。申請地につき

ましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の

区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的

は一般住宅 １棟 ６９．５６㎡で、理由としましては、借家住まいで

あり、自己の住宅を建築するためとのことでございます。こちらは、自

己資金で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。

また、被害防除計画も添付されております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問

題ありません。申請地の位置は、鍋倉公民館から、南西に約６０ｍの位

置です。被害防除現況といたしまして、東が宅地、西も宅地、南が畑、

北も畑です。申請実現の確実性といたしまして、自己資金証明もあり確

実であります。条件及び特記事項は、特にありません。総合意見といた

しまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 東餅田の有限会社○○ 代表取締役○〇。譲渡人 鹿児島市

在住の○○です。土地の所在が、西餅田字下田中山野○○番〇 畑、字

下田山中野○○番〇 畑、２筆の合計面積が７６３㎡です。申請地につ

きましては、都市計画区域内の用途が、準住居地域に指定されており、
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農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は宅地造成で、理由

としましては、当地を宅地造成（１区画）の計画に至ったということで

ございます。資金のほうは、融資で対応し、改良区のほうは、区域外の

ため不要となっております。こちらにつきましては、隣接宅地○○番〇

（０．４２㎡）と一体利用となっており、全事業面積が７６３．４２㎡

となっております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１１番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１１番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、西ノ

妻公民館から、北に約１５０ｍの位置です。被害防除現況といたしまし

て、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が市道です。申請実現の確実性

といたしまして、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項

は、ありません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見

であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、９番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 蒲生町北在住の○〇。譲渡人 寺師在住の○○です。土地の

所在が、寺師字櫻谷○○番 田、字櫻谷○○番 田、字櫻谷○○番 田、

字櫻谷○○番〇 畑、４筆の合計面積が２，８２８㎡です。申請地につ

きましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満

の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目

的は牛舎 ３棟 １，２００．００㎡で、理由のほうにつきましては、

牛を増頭するため、現在使われていない牛舎を購入したいとのことでご

ざいます。資金につきましては、自己資金で対応し、改良区のほうは、

区域外のため、不要となります。また、顛末書と被害防除計画書が添付

されてございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問

題ありません。申請地の位置ですが、寺師公民館から、北西に 

約４５０ｍの位置です。被害防除現況ですが、東が原野、西が山林、南
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が水路、北が山林です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり、確

実であります。条件及び特記事項は、特にありません。総合意見といた

しまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１０番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１０番につきまして、ご説明いたします。 

借人 伊佐市在住の○○。貸人 鍋倉在住の○○です。土地の所在は、

鍋倉字宮ノ脇○○番〇 田、１筆の４９６㎡のうち１０９㎡です。申請

地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは 

１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断され

ます。転用目的は、一般住宅 １棟 １１１．０６㎡で、理由につきま

しては、申請地を使用貸借にして、自己用住宅を建築したいとのことで

ございます。こちらは、融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため、

不要となります。また、被害防除計画書の添付がされてございます。こ

ちらにつきましては、隣接地○○番〇（宅地）１７５．１９㎡・○○番

〇の一部（山林）１４㎡と一体利用となっており、全事業面積が 

２９８．１９㎡となっております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問

題ありません。申請地の位置は、若葉学園から、北に約２５０ｍの位置

です。被害防除現況ですが、東が市道、西も市道、南が宅地、北が市道

です。申請実現の確実性は、融資証明もあり、確実であります。条件及

び特記事項は、特にありません。総合意見といたしまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員といたしまし

ては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 西餅田在住の○○他１名。譲渡人 鹿児島市在住の○○です。

土地の所在は、西餅田字横手前○○番〇 田、１筆の１６９㎡です。申

請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定

されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は、一

般住宅 １棟 ６２．９３㎡で、理由につきましては、一般住宅を建築
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したいとのことでございます。こちらは、融資で対応し、改良区のほう

は、除外済のため、不要となります。また、被害防除計画書の添付があ

ります。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１０番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

高樋公民館から、南西に約１５０ｍの位置です。被害防除現況ですが、

東が宅地、西が転用許可地、南が宅地、北が道路です。申請実現の確実

性ですが、融資証明もあり、確実です。条件及び特記事項は、ありませ

ん。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の

結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 鹿児島市在住の○○。譲渡人 西餅田在住の○○。土地の所

在が、西餅田字伊藤山〇〇番〇 田、字伊藤山○○番〇 畑、字伊藤山

○○番〇 畑、３筆の合計面積が２４９㎡となっております。申請地に

つきましては、都市計画区域内の用途が、第二種住居地域に指定されて

おり、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は、一般住宅

１棟 ５２．５８㎡で、理由につきましては、自己住宅を建築し、生活

の安定を図るものであるとのことでございます。こちらは、融資で対応

し、改良区のほうは、除外済のため、不要となります。また、被害防除

計画書の添付があります。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１１番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１１番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、錦江

団地公民館から、南西に約３０ｍの位置です。被害防除現況は、東が水

路、西が道路、南が宅地、北も宅地です。申請実現の確実性は、融資証

明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にありません。総

合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準についての調査の結果、

現地調査委員としましては、許可の意見であります。 

以上、終わります。 
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次の、１３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１３番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 大島郡龍郷町在住の○○。譲渡人 アメリカ合衆国オハイオ

州在住の○○。土地の所在が、住吉字早田㞍○○番〇 田、１筆の 

１，０７４㎡となっております。申請地につきましては、土地改良事業

の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農

地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は、一般住宅 １棟  

７８．２７㎡で、理由につきましては、申請地を取得し、一般住宅を建

築するということでございます。資金については、融資で対応し、改良

区のほうは、区域外のため不要となっております。また、被害防除計画

書と面積超の理由書の添付があります。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１２番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問

題ありません。申請地の位置は、住吉公民館から、北西に約１００ｍの

位置です。被害防除現況は、東が宅地、西が宅地と営農型太陽光、南が

県道、北が畑です。申請実現の確実性は、融資証明もあり、確実であり

ます。条件及び特記事項は、ありません。総合意見として、転用許可基

準の立地及び一般基準についての調査の結果、現地調査委員としまして

は、許可の意見であります。 

以上、終わります。 

 

次の、１４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１４番につきまして、ご説明いたします。 

借人 上名在住の○○。貸人 同じく上名在住の○○。持ち分が２分

の１です。土地の所在が、上名字鍛冶脇○○番〇 畑、字鍛冶脇○○番

〇 畑、２筆の合計面積が４５１㎡となっております。申請地につきま

しては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区

域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は、

一般住宅 １棟 ７９．０８㎡で、理由につきましては、現在の家屋が

老朽化し、当申請地に建築計画に至ったとのことでございます。こちら

は、融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要となっておりま

す。また、被害防除計画書の添付があります。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 
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議 長 
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議 長 

 

     事務局 

      

 

はい。１０番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問

題ありません。申請地の位置は、奈良袂公民館から、東に約２０ｍの位

置です。被害防除現況は、東が市道、西が宅地と畑、南が畑、北も畑で

す。申請実現の確実性は、融資証明もあり、確実であります。条件及び

特記事項は、ありません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一

般基準についての調査の結果、現地調査委員としましては、許可の意見

であります。 

以上、終わります。 

 

次の、１５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１５番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 宮崎県都城市の合同会社○○ 代表社員 ○○。譲渡人 長

崎県長崎市在住の○○。土地の所在が、西餅田字小瀬戸○○番〇 田、

字小瀬戸○○番〇 田、２筆の合計面積が１，３９０㎡となっておりま

す。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住

居専用地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。

転用目的は、共同住宅 １棟 ４０９．４２㎡で、理由につきましては、

共同住宅の建築計画に至ったということでございます。こちらは、融資

で対応し、水利組合からの意見書があります。また、被害防除計画書の

添付もあります。こちらにつきましては、隣接宅地○○番〇 

（１０．８６㎡）と一体利用となっており、全事業面積が 

１，４００．８６㎡となっております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１２番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、クオ

ラから、北東に約１５０ｍの位置です。被害防除現況は、東が宅地、西

も宅地、南が水路、北が市道です。申請実現の確実性は、融資証明もあ

り確実であります。条件及び特記事項は、ありません。総合意見として、

転用許可基準の立地及び一般基準についての調査の結果、現地調査委員

としましては、許可の意見であります。 

以上、終わります。 

 

次の、１６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１６番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 西餅田在住の○○。譲渡人 鹿児島市在住の○○。土地の所
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委 員 

 

議 長 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

在が、寺師字高崎○○番〇 田、１筆の８９３㎡となっております。申

請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０

ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。

転用目的は、資材置場で、理由につきましては、当地を個人で取得し、

有限会社○○に貸す計画に至ったということでございます。こちらは、

自己資金で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要となっておりま

す。また、被害防除計画書の添付があります。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１０番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問

題ありません。申請地の位置は、寺師公民館から、北に約８００ｍの位

置です。被害防除現況は、東が河川、西が県道、南が雑種地、北が田で

す。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条件及

び特記事項は、ありません。総合意見として、転用許可基準の立地及び

一般基準についての調査の結果、現地調査委員としましては、許可の意

見であります。 

以上、終わります。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定について、１番から１６番までについて、一括して質疑に入ります。

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

[挙 手] 

 

８番推進委員。 

 

はい。８番推進委員です。 

現地調査で、グループで調査するのと、個別で調査するものとありま

すが、どのように区別しているのか教えてください。 

 

事務局いかがですか。 

 

上場地区、下場地区を一緒に調査すると、時間がかかることから、上

場地区は、担当委員と事務局職員で、別の日に個別調査を行っておりま

す。 

 

８番推進委員よろしいでしょうか。 
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議 長 

 

理解しました。 

 

ほかに、質疑はありませんか。 

 

 [質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の、１番から１６番までについて、原案のとおり意見決定及び許可する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から１６番までについて、原案のとおり意見決

定及び許可が決定いたしました。 

 

 

議案第６号  

 

次に、日程第８ 議案第６号、農業振興地域整備計画の変更（用途区

分変更、編入）についてを議題に供します。 

なお、２番については、議事参与制限により、関係者がいらっしゃい

ますので、個別で質疑し、採決いたします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号 農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更、

編入）について、ご説明いたします。総会資料は３７ページでございま

す。今月の申請件数につきましては、用途区分変更１件、農用地区域編

入 1件となっております。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

申請人は、船津在住の○○、変更区分は用途区分変更です。土地の所

在は、住吉字石原田○○番 田、１筆の１，２６６㎡のうち５５０㎡で

す。変更前の用途区分は農地であり、変更後の用途は農機具倉庫であり

ます。補助事業につきましては、昭和５６年県営ほ場整備事業（姶良地

区）が実施されております。理由としましては、農業の拡大により、現

在の農機具倉庫では狭くなったため、新たに農機具倉庫を設置したいと

いうことでございます。こちらは、議案第４号の１番と関連がございま

す。 

以上で、説明を終わります。 

 

本案件については、議案第４号の１番で、１２番農業委員から報告済

でありますので補足説明につきましては、省略いたします。 
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それでは、議案６号 農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更、

編入）の１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

 [質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第６号 農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更、編入）の

１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号 農業振興地域整備計画の変更（用途区

分変更、編入）１番については、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

次の２番については、議事参与制限により、関係者がいらっしゃいま

すので、個別で質疑し、採決いたします。 

２番の関係者、３番農業委員の退席をお願いします。 

 

（３番農業委員退席） 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきまして、ご説明いたします。 

申請人は、蒲生町西浦在住の○○、変更区分は、農用地区域編入です。

土地の所在は、蒲生町西浦字宮ノ前○○番 田、字前田○○番〇 田、

字前田○○番 田、字前田○○番〇 田、字前田○○番〇 田、字前田

○○番〇 田、字前田○○番〇 田、字前田○○番〇 田、８筆の 

４，８２６㎡です。変更前の用途区分は農地であり、変更後の用途も現

状のまま田であります。補助事業につきましては、該当なしです。理由

としましては、優良農地であり、今後農用地として永年耕作するためと

いうことでございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１０番農業委員です。それでは、調査報告をおこないます。 

農地区分につきましては、第２種農地です。申請の位置ですが、西浦

下公民館から、北東に約１００mの位置です。被害防除現況は、東が田、
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    委 員 
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議 長 

 

西が市道、南が市道と河川、北が市道です。申請実現の確実性ですが、

農用地区域へ編入し、田として利用するため、確実であります。条件お

よび特記事項はございません。総合意見としまして、現地調査委員とし

ましては、承認意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

それでは、議案第６号 農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更、

編入）の２番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

[挙 手] 

 

１７番農業委員。 

 

はい。１７番農業委員です。 

農業振興地域整備計画への編入などは、ほ場整備や公共事業の計画が

あると思いますが、今回の理由、背景がよくわかりませんので、教えて

ください。 

 

事務局いかがですか。 

 

今回の８筆の農地については，ほ場整備等の計画はございません。中

山間での農地・水の関係や、農政課が担当となります中山間支払交付金

の対象として、農地を管理するとのことで、今回申請がなされておりま

す。 

 

１７番農業委員よろしいでしょうか。 

 

了解しました。 

 

ほかに、質疑はありませんか。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第６号 農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更、編入）の

２番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号 農業振興地域整備計画の変更（用途区

分変更、編入）２番については、原案のとおり承認することに決定いた
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しました。 

３番農業委員は、着席してください。 

 

（３番農業委員着席） 

 

            

 議案第７号  

 

次に、日程第９ 議案第７号、農地あっせん申出(売渡 希望)につい

てを議題に供します。 

1番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号、農地あっせん申出(売渡 希望)について、ご

説明いたします。総会資料は、３８ページです。今月の申請につきまし

ては、売渡１件となっております。参考資料につきましては、８３ペー

ジになりますので、審議の参考としてください。 

それでは、１番を説明いたします。 

内容につきましては、売渡です。申請者は、東餅田在住の○○、土地

の所在が、蒲生町米丸字木崎田○○番〇 田、１筆の面積が 

１，９９２㎡です。希望譲渡価格は、農業委員会に一任ということです。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第７号、農地あっせん申出（売 

渡 希望）の１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第７号、農地あっせん申出(売渡 希望)の１番について、原案の

とおり受理することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号、農地あっせん申出(売渡 希望)の１番

については、原案のとおり受理することに決定いたしました。 

次に、ただいま承認された議案７号のあっせん申出に係る地区あっせ

ん委員の選出について協議していただきます。 

地区委員の方々から選出していただきたいと思います 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

 



 

34 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 
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いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

議案第７号、農地あっせん申出(売渡 希望)についての、 

１番については、６番農業委員、１３番農業委員、 

６番推進委員に、 

 

 お願いしたいと思います。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方は、よろしくお願いいたします。 

  

 

  議案第８号  

 

次に、日程第１０ 議案第８号、農地あっせん申出(借受 希望)につ

いてを議題に供します。 

1番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第８号、農地あっせん申出(借受 希望)について、ご

説明いたします。総会資料は、３９ページです。今月の申請につきまし

ては、借受１件となっております。参考資料につきましては、８４ペー

ジから８５ページになりますので、審議の参考としてください。 

それでは、１番を説明いたします。 

内容につきましては、借受です。申請者は、加治木町小山田在住の 

○○。希望地目が、畑で、希望面積が７，０００㎡です。希望借受地区

は、小山田地区、日木山の楠原地区です。希望借受期間は５年です。希

望小作料は、１０ａ当たり、１０，０００円を希望されています。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第８号、農地あっせん申出（借 

受 希望）の１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

[挙 手] 

 

２番農業委員。 

 

はい。２番農業委員です。 

事務局の説明だけでは、はっきりわかりません。申請人は、現在 

３３歳の女性です。農政課に、新規就農を申請しております。議案第１

号の利用権、１３ページの６９番で、３，３３６㎡を承認してもらって

おります。すぐ隣の農地、８００㎡の農地についても、調整中でありま

す。営農計画、営農指導は、１６番農業委員とご主人が支援しておりま



 

35 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 
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す。 

 

１６番農業委員、ご存じなら補足説明をお願いします。 

 

１６番農業委員です。 

申請人は，小山田で３年間○○さんのオペレーターをしておりました。

トラクターにも乗れますし、野菜の植え付けから収穫までできます。現

在は、自分で農業をしたいという希望があり、ぜひ小山田地区で就農し

てもらいたいと思っております。 

 

２人の説明で、委員の方も納得されているようです。事務局から、何

かありませんか。 

 

参考にさせていただきます。 

 

ほかに、質疑はありませんか。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第８号、農地あっせん申出(借受 希望)の１番について、原案の

とおり受理することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第８号、農地あっせん申出(借受 希望)の１番

については、原案のとおり受理することに決定いたしました。 

次に、ただいま承認された議案８号のあっせん申出に係る地区あっせ

ん委員の選出について協議していただきます。 

地区委員の方々から選出していただきたいと思います 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

[挙 手] 

 

２番農業委員。 

 

２番農業委員です。私がやります。 

 

それでは、２番農業委員に、お願いしたいと思います。 

 

「はい」 

 

担当になられた委員の方は、よろしくお願いいたします。 
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議案第９号 

 

次に、日程第１１ 議案第９号、農地中間管理事業にかかる農用地利

用集積計画（貸借）の意見決定についてを議題に供します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

 はい。それでは、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定について、ご説明いたします。 

 本案件につきましては、議案第１号の、農用地利用集積計画（貸借）

と同様ではございますが、農地中間管理事業により集積されたもので、

借主が中間管理機構ですので、別議案として、上程いたしております。 

 なお、資料４７ページの９５番が１０番農業委員、９６番から９８番

までが１８番農業委員、９９番から１０９番までが６番農業委員にかか

る案件となっており、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の

制限により、議事に参加できませんので、審議の際はご退席願います。 

それでは、総会資料の４０ページを、お開きください。まず、今回の

始期を令和３年３月３１日として設定する募集期分について審議してい

ただきます。まず、利用権を設定する再配分予定者の氏名、または、名

称につきましては、４２ページから４７ページの各筆明細に記載してあ

りますので、ご確認をお願いします。利用権設定を受ける者の氏名また

は名称については、公益財団法人鹿児島県地域振興公社理事長 鎮寺 

裕人 です。本案件は、利用権設定開始日を令和３年３月３１日として、

本市で配分計画案を作成。次に機構が配分計画を策定し、県に認可申請

を行い、当該申請に基づいて県が配分計画を認可した後に、本市農業委

員会の決定を受け、市が公告することで効力が発生します。総会資料の

４１ページの借換区分別集計表をご覧ください。今回、中間管理機構を

借主として、利用権の設定をしようとする者は、新規１００件の、申請

面積は、１４４，２０３㎡、ＡｔｏＡ９件の、申請面積は、 

１２，３７６㎡、合計で１０９件の、１５６，５７９㎡です。設定する

権利別は、使用貸借が８件、賃貸借は１０１件で、期間別は、５年が 

５件、１０年が１０４件となっております。 

今回の設定地域は、船津地区、増田地区、加治木町木田地区、蒲生町

久末地区、蒲生町北地区、蒲生町米丸地区の６地区となっております。 

 以上で、説明を終わります。ご審議の方よろしくお願いします。 

 

それでは、利用権設定開始日 令和３年３月３１日 各筆１番から 

９４番までについて、一括して質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願い

します。 

 

「質疑・意見なし」  
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委 員 

 

それでは、お諮りいたします。農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 令和３年

３月３１日 各筆１番から９４番までについて、原案のとおり決定する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 令和３年

３月３１日 各筆１番から９４番までについて、原案のとおり決定いた

しました。 

なお、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画（貸

借）の意見決定についての、利用権設定開始日 令和３年３月３１日 各

筆９５番から１０９番については、議事参与制限により、関係者がいら

っしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いたします。 

９５番の関係者、１０番農業委員の退席をお願いします。 

 

（１０番農業委員退席） 

 

それでは、９５番について質疑に入ります。質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第９号 農地中間管理事業にかかる

農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 

令和３年３月３１日 ９５番について、原案のとおり決定することに賛

成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 令和３年

３月３１日 ９５番については原案のとおり決定しました。 

１０番農業委員は、着席してください。 

 

（１０番農業委員着席） 

 

次に、９６番から９８番の関係者、１８農業委員の退席をお願いしま

す。 

 

（１８番農業委員退席） 
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それでは、９６番から９８番について、一括して質疑に入ります。質

疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第９号 農地中間管理事業にかかる

農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 

令和３年３月３１日 ９６番から９８番について、原案のとおり決定す

ることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 令和３年

３月３１日 ９６番から９８番については原案のとおり決定しました。 

１８番農業委員は、着席してください。 

 

（１８農業委員着席） 

 

次に、９９番から１０９番の関係者、６番農業委員の退席をお願いし

ます。 

 

（６番農業委員退席） 

 

それでは、９９番から１０９番について、一括して質疑に入ります。

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第９号 農地中間管理事業にかかる

農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 

令和３年３月３１日 ９９番から１０９番について、原案のとおり決定

することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についての、利用権設定開始日 令和３年

３月３１日 ９９番から１０９番については原案のとおり決定しまし

た。 

６番農業委員は、着席してください。 

 



 

39 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

議 長 

 

    事務局 
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議 長 

（６番農業委員着席） 

 

 

農地あっせんの経過報告 

 

次に日程第１２、農地あっせんの経過報告について、進展がありまし

たら報告をお願いします。まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。 

農地あっせんの経過報告の資料の 1ページをご覧ください。６番の 

○○さんの売渡が、今月の議案第３号１０番で、所有権移転が設定され

ました。２ページの１４番の○○さん買受ですが、今月の議案第２号の

１番で、売買のあっせんが成立しました。あと１７筆、１，４３６㎡の

買受希望がありますので、継続となります。１６番の○○さんの貸付で

すが、今月の議案第１号２２番で、利用権が成立いたしましたので、完

了とします。１８番の○○さんお借受ですが、田を６００㎡程あっせん

を受けたので、完了でよいとのことでしたので、完了とします。 

以上で報告を終わります。 

 

委員の皆さんから、何か報告等ございませんか。 

 

[挙 手] 

 

１０番農業委員。 

 

はい。１０番農業委員です。６７番ですが、人・農地プランのアンケ

ート調査で、現状維持となっておりましたので、申請人に確認したとこ

ろ、取り下げということになりました。 

 

事務局よろしいですか。 

 

よろしいです。 

 

ほかに、ございませんか。 

 

[挙 手] 

 

８番推進委員。 

 

はい。８番推進委員です。６６番ですが、耕作者が見つかりましたの

で、取り下げてください。 

 

事務局よろしいですか。 
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はい。 

 

ほかに、ございませんか。 

 

[挙 手] 

 

４番推進委員。 

 

はい。４番推進委員です。４３番も取り下げしてください。 

 

事務局よろしいですか。 

 

はい。 

 

ほかに、何かありませんか。 

 

「質問・意見なし」 

 

ないようでしたら、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

 

農用地利用集積計画（貸借）合意解約 

 

次に日程第１３、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告につい

て、事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約の報告をいたしま

す。３月は１４件が提出されております。内容につきましては、別紙、

合意解約３月分を、後ほどご確認ください。あと、蒲生町下久德地区分

の解約については、農地中間管理事業の重点地区となっておりますので、

そちらの事業で設定予定です。  

以上で、報告を終わります。 

 

ただ今の事務局説明について、質疑のある方はございませんか。 

 

「質問・意見なし」 

 

ないようですので、それでは、この案件は報告ですので これで終わ

ります。 

 

 

その他 
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それでは日程第１４、その他でございますが、委員の方から何かござ

いませんか。 

 

[挙 手] 

 

１２番農業委員。 

 

はい。１２番農業委員です。 

第２種農地で、その他の農地に該当するという報告がありますが、そ

の他の農地とは、どのようなものになりますか。 

 

その他の農地については、見やすい表がありますので提示いたします。

本日は、全員参加となっておりませんので、４月の研修会で詳しく説明

いたします。 

 

１２番農業委員。よろしいですか。 

 

わかりました。 

 

ほかに、質疑はありませんか。 

 

 [発言なし] 

 

ないようですので、以上で、本日の議案の審議並びに、報告事項は全

て終了しました。 

事務局から何かありますか。 

 

 〇 令和２年度姶良市農業委員会互助会の監事について 

 〇 活動記録簿（３月分）の提出と記入方法について 

 〇 作業グループの業務報告について 

 〇 合同研修会・総会（４月３０日）について 

    

ほかにありませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和２年度 第１２回 姶良市農業委

員会総会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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